
最寄りの駅
■ J R 東日本 京葉線「八丁堀駅」   B3番出口より 徒歩 4分
■東京メトロ 日比谷線「八丁堀駅」  A2番出口より 徒歩 6分
■東京メトロ 有楽町線「新富町駅」 7番出口より 徒歩 8分

新
大
橋
通

ファミリーマート ローソン

ローソン

ブーケ21

中央小学校北

中央小学校

入船一丁目新富一丁目

三菱東京
UFJ 銀行

7番出口
新富町駅

鉄砲洲
児童公園

佃大橋西
佃大橋

鉄砲洲
稲荷神社

A1出口
八丁堀駅

A2出口
桜川公園

B3出口

ACN八丁堀ビル6階

〒104-0043 

東京都中央区湊 1丁目6番11号
ACN八丁堀ビル6階

TEL：03（3523）5990（代表・総務部）
　　  03（3523）5991（雇用促進部）
　　  03（3523）5992（国 際 部）
　　  03（3523）5993（育 成 部）
FAX：03（3523）5995

SECOJウェブサイト
https://www.secoj.com/

公益財団法人
日本船員雇用促進センター
（法人番号　9010005004144）

公益財団法人
日本船員雇用促進センター
Seamen’s Employment Center of Japan
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1SECOJ事業案内2023

事業内容SECOJのあゆみ

1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の制定
  　 　1973年のオイルショック以降、我が国の海運企業をめぐる経済事情及び国際環境の著しい変化等に伴い、1976 
年から1977年にかけて、離職を余儀なくされた船員が増大する状況となりました。

  　 　このような深刻な船員の雇用状況に対処するため、1977年12月の第83回臨時国会において、陸上産業に関する
特定不況業種離職者臨時措置法とともに、「船員の雇用の促進に関する特別措置法」（昭和52年法律第96号。以下「船
特法」といいます。）が成立しました。

  　 　船特法においては、船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練、船員職業紹介等船員の雇用を促進するため
の事業を行う公益法人を「船員雇用促進センター」として指定することが定められました。

2. SECOJの発足
  　 　船特法の成立を受けて、官労使により船員雇用促進センターの設立準備が進められた結果、既設の財団法人日本船
員福利協会を基に、同協会が実施していた船員福利事業に加え、新たに、船員の職域拡大・開拓の事業、船員の訓練事
業及び船員の雇用促進・安定のための事業主への助成事業を加えるとともに、名称を財団法人日本船員福利雇用促進
センター（Seamen’s Employment Center of Japan：SECOJ。以下「センター」といいます。）と改めました。
センターは、 1978年５月29日付けで運輸大臣から船特法に基づく「船員雇用促進センター」としての指定を受け、同
年６月１日に正式に発足し、船員の雇用の促進及び安定を図るための事業を開始しました。

  　 　2013年４月１日には、公益法人制度改革に伴い、内閣府の認定を得て公益財団法人に移行し、名称を「公益財団法
人日本船員雇用促進センター」に変更しました。

３. 新しい事業の展開
  　 　当センターは、我が国の海運企業を取り巻く環境変化を踏まえ、その時代のニーズに応じた事業展開に努めてきま
した。

 　 （1）外航基幹職員養成事業
　　 　 　2007年度から官労使の関係者と連携し、外航基幹職員養成事業として外航日本人船員（海技者）確保・育成ス

キームを開始しました。
　　 　 　2014年度に内容を刷新し、現在は、外航船員を志望する若年者と外航船社とのマッチングの機会（合同面談会）

を設け、選定した訓練生に外航船員としてのキャリアを形成することで、外航船員（海技者）への就職を促進する
新たなスキームを実施しています。 　

I SECOJのあゆみ
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（2）船員計画雇用促進支援事業
　　 　 　2008年度から内航船員の高齢化の進展による船員不足等に対応し、次世代を担う船員の確保育成を推進する

ため、船員の計画的な雇用促進を支援する事業を開始しました。
　　 　 　本事業は女性活躍推進のため、女性船員を雇用・訓練した場合の優遇措置を設けているほか、事業のより効果的

な実施のため、適時に支援の対象者や対象職種等の見直しを行っております。
　 （3）船員確保のための情報提供事業
　　 　 　2019年度より、当センターが作成した船員職業紹介資料等を活用して、船員未経験の方をはじめ多くの方に

船員への就業を促すよう、あらゆる機会を通じて情報提供を行っています。
　 （4）技能訓練事業
　　 　 　船員の職域拡大及び雇用安定のためには、技能の向上が不可欠として、1978年の創立時よりニーズに応じた

技能訓練を提供しています。
　　 　 　2016年度にはインターネットから受講申込ができるよう、2020年度にはさらに受付状況（抽選結果、受講確

認等）、申込履歴、受講に関するお知らせ等が確認できるなどのシステムの改修を行いました。また、2019年度
にはSTCW条約基本訓練講習を開始しました 。

　 （5）開発途上国船員養成事業
　　 　 　外国人船員を対象とした開発途上国船員養成事業は、1990年度に始まり、2000年度に他法人から引き継い

でフィリピン等の船員教育機関修了生に対する研修を実施していましたが、2010年度から船員教育者に対する
研修に変更しました。

　　 　 　当該事業の開始がセンターの国際的な事業展開へのステップとなりました。
　 （6）外国人船員技能講習事業（承認船員養成事業）
　　　 　2003年度には、国際船舶制度推進のためフィリピンにおいて外国人船員に対し、船舶料理士試験及び無線講習

の事業を開始しました。その後も関係者のニーズに応じて講習等の種類を設定し、2009年度からは、実施国をイ
ンド及びブルガリアにも拡げました。

　　　 　また、2010年度からは、新たに外国人船員承認制度に伴う船舶職員知識・能力審査を開始したほか、2015年度
には海技免状失効再交付講習を開始しました。

　　　 　このように、センターは、従前の離職者に対する支援事業のみでなく、船員の雇用の促進及び技能の向上を図る
事業等を拡充するとともに、広く国際的視野から我が国商船隊の発展に資する事業を展開して、外航、内航、漁業
等我が国の海運業及び水産業の発展に貢献しています。

SECOJのあゆみ
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組織等

理事会

会　長

理事長

常務理事

監　事

総務部 雇用促進部 育成部 国際部

事務局長

評議員会

組織

II 組織等

1
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組織等

役職名 氏　　名 勤務形態 勤務先・役職

会　長 村　上　英　三 非常勤 川崎汽船株式会社特別顧問

理事長 林　　　敏　博 常　勤 公益財団法人日本船員雇用促進センター

常務理事 細　川　　　淳 〃 公益財団法人日本船員雇用促進センター

理　事 池　谷　義　之 非常勤 全日本海員組合国際局長

〃 内　海　和　彦 〃 一般社団法人大日本水産会専務理事

〃 河　村　俊　信 〃 日本内航海運組合総連合会理事長

〃 酒　井　隆　司 〃 外航オーナーズ協会会長

〃 土　屋　恵　嗣 〃 一般社団法人日本船主協会副会長

〃 松　浦　満　晴 〃 全日本海員組合組合長

〃 森　重　俊　也 〃 一般社団法人日本船主協会理事長

監　事 宇佐美　和　里 非常勤 一般社団法人日本船主協会常務理事

〃 齋　藤　　　洋 〃 全日本海員組合総務局長

評議員 大　森　　　彰 非常勤 一般社団法人日本船主協会常務理事

〃 亀　山　真　吾 〃 川崎汽船株式会社執行役員

〃 越　水　　　豊 〃 一般社団法人日本船主協会常務理事

〃 髙　橋　健　二 〃 全日本海員組合水産局長

〃 谷　本　光　央 〃 株式会社商船三井常務執行役員

〃 樋　口　久　也 〃 日本郵船株式会社執行役員

〃 平　岡　英　彦 〃 全日本海員組合国内局長

〃 逸　見　幸　利 〃 日本内航海運組合総連合会海務部担当部長

〃 松　本　冬　樹 〃 一般社団法人大日本水産会事業部長

〃 渡　邉　裕　之 〃 全日本海員組合国際局国際部長

役員及び評議員（2023年7月3日現在）

13億350万円

基本財産

2

3
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（1）外航基幹職員養成事業

（2）船員雇用促進事業
　　 ①船員計画雇用促進支援事業
　　 ②船員確保のための情報提供事業
　　 ③離職船員の登録及び就職あっせん

（3）技能訓練事業
　　 ①船舶職員養成訓練及び海技免許講習
　　 ②ECDISシミュレータ訓練
　　 ③タンカー研修
　　 ④無線関係講習
　　 ⑤STCW条約基本訓練講習

（1）開発途上国船員養成事業

（2）外国人船員技能講習事業
　   （承認船員養成事業）

　　 ①船舶職員知識・能力審査
　　 ②海技免許講習
　　 ③無線関係講習
　　 ④海技免状失効再交付講習
　　 ⑤国内海事法令講習に関する監査

船員雇用促進等事業

国際事業

事業概要

III 事業概要

1

2 
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事業内容

　　（1）外航基幹職員養成事業
　　  　 　①  外航商船での実務経験などを通じて、即戦

力として活躍できる船員（海技者）として
のキャリア形成を図ることを目的として、
外航日本人船員（海技者）確保・育成スキー
ムを実施しています。

　　　    　　  　2015年度に開始したスキーム生（以下
「新スキーム生」といいます。）に対する育
成訓練は、就職が確定した段階又は９か月
の訓練期間の満了により終了します。

　　　   　②  2014年度から関東、関西及び中国において、外航船員を志望する若年者と外航船社とのマッチングの機
会（合同面談会）を毎年各１回程度設け、訓練生の選定を行っています（募集定員20名程度）。

　　　    　　  　これら訓練生は、マッチングした翌年度に、当センターに登録された新スキーム生として、独立行政法
人海技教育機構海技大学校等における陸上研修及びマッチング先の企業が手配した外航商船における三
等航海士又は機関士の実務に即した乗船実習（定員外）を実施し、外航船員としてのキャリア形成を図り
ます。合計９か月にわたる陸上研修及び乗船実習を終了した後、訓練生とマッチング先の双方が合意した
場合に、当該訓練生は外航船員（海技者）としてその企業に採用されます。

船員雇用促進等事業

外航基幹職員養成事業（新スキーム）の流れ

① 合同面談会を通じて、採用意欲のある企業と就業意欲のある新卒者等とのマッチングによる訓練候補生の選定
② 企業と新卒者等がそれぞれ、SECOJに対してスキームへの参加申請
③ 協議会により訓練生を決定
④ 決定された訓練生をSECOJに登録
⑤ SECOJに登録された訓練生に対して育成訓練を開始

新卒者等

企　　業
マッチング（合同面談会）

1

SECOJ
申請

2

協議会

3

SECOJ
登録

4 5

育成訓練開始

IV 事業内容

1
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事業内容

　　（2） 船員雇用促進事業

　　　　① 船員計画雇用促進支援事業
　 　　 　　 　内航船員の高齢化の進展による船員不足等に対応し、次世代を担う船員の確保育成を推進するため、海

上運送法に基づく「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた船員を雇用する船舶運航事業者等に対し助

成します。

　 　　 　　 　2023年度の助成金の対象者及び最大支給額は次のとおりです。
　 　　 　　 　なお、予算の範囲内において支給をするため、対象人数に応じて支給額は変動します。

　　　　② 船員確保のための情報提供事業
　  　　 　　 　国土交通省地方運輸局等の主催により開催される「めざせ！海技者セミナー」及び一般社団法人自衛隊援

護協会の主催により海上自衛隊地方総監部において開催される「海事セミナー」等に参画するなどし、船員
経験者又は未経験者向けに、当センターが作成した船員職業紹介資料（船員未経験者向けパンフレット「船
で働きませんか？」、学生向けリーフレット「Let's Work on Ships」） 等を活用して、あらゆる機会を通じ
て船員への就業を促すよう情報提供を行います。

　　　　③ 離職船員の登録及び就職あっせん
　  　　 　　 　当センターは、船員職業安定法の特例措置により、船員職業紹介を行っています。船員として仕事を探

している離職者は、直接センターに求職の登録を行うことができ、登録者には条件に適合する求人を紹介
します。

※助成金Ａの対象者は年齢35歳未満の者が、助成金Ｂの対象者は年齢35歳以上45歳未満の者が対象

助成金区分

運航要員（甲板部及び機関部の職・部員）

司厨部員船員教育機関卒業者
（海技教育機構を除く）

船員教育機関卒業者以外の者
及び女性・退職自衛官

海技教育機構
卒業者

A
甲板部 40,000円 × 1か月 40,000円 × 3か月

機関部 40,000円 × 2か月 50,000円 × 6か月 

B
甲板部 40,000円 × 3か月 40,000円

× 3か月機関部 50,000円 × 6か月 
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　（3） 技能訓練事業
　　 　　　 　雇用船員（船員保険任意継続者を含みます。）及び離職船員を対象に、技能の向上及び資格取得を促進する

ため、次の訓練を各地で開催します（船員トレーニングネット〈https://training.secoj.com〉ご参照）。
　　 　　　 　なお、当センターが開催する技能訓練の受講料は無料です。

　　　　　① 船舶職員養成訓練及び海技免許講習
　　 　　　　 ア　 雇用船員及び離職船員を対象に海技資格（３～６級）の取得のための訓練を実施します。
　　 　　　　イ　 船舶職員養成訓練の受講者に対し、海技士（航海又は機関）免許の取得のための海技免許講習を実施

します。

　　　　② ECDISシミュレータ訓練
　　 　　 　　 　2010年の改正STCW条約（マニラ改正）により、 ECDIS（電子海図情報表示装置）に関する特定要件が

追加されたことから、雇用船員及び離職船員を対象に、船長や航海当直に従事する航海士が海技免許の限
定を解除するための訓練を実施します。

事業内容
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　　　③ タンカー研修

　　 　 　　　 　雇用船員及び離職船員を対象に、危険物等取扱責任者等タンカーへの乗り組みに必要な知識・技能の習
得及び向上のための研修を実施します。

　　　　　④ 無線関係講習
　 　　　 　　 　雇用船員及び離職船員を対象に、第１級海上特殊無線技士研修及び船舶局無線従事者証明新規訓練を、

雇用船員を対象に第３級海上無線通信士研修を実施します。

　　　　　⑤ STCW条約基本訓練講習
　 　　　 　　 　雇用船員を対象に2010年の改正STCW条約（マニラ改正）において義務化された基本訓練の生存訓練

と防火・消火訓練を実施します。

事業内容
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2023年度 技能訓練実施計画

船舶職員養成訓練

（１）３級海技士研修<45日間＞
　　（航海科・機関科）
①  8/14～10/17　広　島
②12/  8～  2/  5　下　関
（注）３級海技士の免許取

得には、別掲２．（１）
の海技免許講習修了
が必要です。

（２）４～５級海技士研修
　　（航海科・機関科）
①  4/11～  6/  5　気仙沼
②  6/  5～  7/28　下　関
③  8/  2～  9/  4　尾　道
④  9/12～11/11　西　海
⑤  9/19～11/13　三　角
⑥  1/16～  3/  7　広　島
（注）４～５級海技士の免

許取得には、別掲２．
（２）の海技免許講習
修了が必要です。

（３）６級海技士研修
　　（航海科・機関科）
①  8/24～  9/  4　三　角
②11/17～11/27　広　島
③  1/23～  1/31　下　関
　　（機関科）
①  7/21～12/25　尾　道
（①は第一種養成講習です）
（注）６級海技士の免許取

得には、別掲２．（３）
の海技免許講習修了
が必要です。

（１）３級海技士研修向け
　　（航海科・機関科）
①上級航海英語  9/26～10/7
上級航海英語  9/26～10/5
そ     の     他10/27～11/5

広　島
②上級航海英語  2/10～  2/21
上級航海英語  2/11～  2/20
そ    の    他  3/16～  3/27

下　関
（注）１．（１）の３級海技士

研修受講者が受講で
きます。４～５級海技
士の免許受有者は、上
級英語の講習期間を
２日間短縮できます。

（２）４～５級海技士　　
　研修向け

　　（航海科・機関科）
①  6/11～ 6/25　気仙沼
②  8/ 6～  8/23　下　関
③  9/ 9～  9/18　尾　道
④11/20～12/  5　西　海
⑤11/19～12/14　三　角
⑥  3/18～ 3/31　広　島
（注）１．（２）の４～５級海

技士研修受講者が受
講できます。

（３）６級海技士
　研修向け

　　（航海科・機関科）
①   9/ 6～  9/14　三　角
②11/29～12/ 4　広　島
③  2/ 5～  2/10　下　関
　　（機関科）
①10/ 9～10/11　尾　道
（注）１．（３）の６級海技士

研修受講者が受講で
きます。

（1）登録電子海図
　  情報表示装置講習
① 6/12～ 6/16　深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
② 7/10～ 7/14　芦　屋
（日本無線）
③ 7/31～ 8/ 4 　芦　屋
（日本無線）
④ 8/21～ 8/25　芦　屋
（日本無線）
⑤ 9/11～ 9/15　深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
⑥10/ 2～10/ 6　深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
⑦10/23～10/27  芦　屋
（日本無線）
⑧11/ 6～11/10　芦　屋
（日本無線）
⑨12/ 4～12/ 8    芦　屋
（日本無線）
⑩12/18～12/22  深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
⑪ 1/22～ 1/26　深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
⑫ 2/26～ 3/ 1 深　江
（古野電気、東京計器、日本無線）
（注）使用機器メーカーのオ

ペレーションモデル名
は、別途「募集案内」を
ご覧下さい。

（１）第３級海上
　無線通信士

（船舶局無線従事者証明新
規訓練を含む）
①  5/16～  6/  1　東　京
②11/28～12/15　東　京
（注）雇用船員、船員保険任

意継続者が受講対象
です。

（２）第１級海上
　　特殊無線技士
①  6/26～  7/  4　気仙沼
②  8/  1～  8/  7　三　角
③10/20～10/26　広　島
④  2/22～  2/27　下　関

（３）船舶局無線従事者
　　証明新規訓練
①  8/29～  8/31　東　京
②11/10～11/12　気仙沼

①  6/20～  6/21 九州（NSTC）
②  6/27～  6/28 関西（JMETS）
③  7/ 4～  7/ 5 関東（JEIS）
④10/10～10/11 九州（NSTC）
⑤11/ 8～11/ 9 関東（JEIS）
⑥11/21～11/22 関西（JMETS）
（注）雇用船員が受講対象

です。

注（１）雇用船員、船員保険任意継続者、離職船員が無料で受講できます。
　（２）訓練の詳細は、別途「募集案内」をご覧下さい。
　（３）応募者が僅少の場合は中止することがあります。
　（４）開催・日程や開催地等は、状況により中止又は変更することがあります。　

1 海技免許講習2 ECDISシミュレータ訓練3 無線関係講習5

STCW条約基本訓練講習6タンカー研修4

海上防災訓練
標準コース（５日間）
①  6/12～  6/16
②  7/24～  7/28
③  8/28～  9/  1
④  9/25～  9/29
⑤10/23～10/27
⑥11/20～11/24
⑦12/18～12/22

横
須
賀

事業内容
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　　（1） 開発途上国船員養成事業
　 　　　　 　国土交通省と連携して、フィリピン、インドネシア及びベトナムから船員教育機関の教官を我が国に受け

入れて研修を実施し、教育レベルの質的向上を図ることにより、自国の船員教育にフィードバックさせるこ
とを目的としています。フィリピン人教官については、実践的な教授法に関する演習など、内容を一部高度
化した上級研修を実施します。

国際事業

　　（２） 外国人船員技能講習事業（承認船員養成事業）
　 　　 　　 　我が国の国際船舶に乗船する外国人船員に対する締約国資格受有者承認証及び無線関係の資格取得の

ニーズに対応し、国際船舶制度の推進に貢献することを目的として、各種資格の取得を支援するため、フィ
リピン、インド及びブルガリア等において次の事業を実施します。

事業内容

2 
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　 　 　　 ① 船舶職員知識・能力審査
　　　　　　 　外国人船員承認制度（※） の下、船舶職員知識・能力審査を実施します。この審査に合格した者は、国土

交通大臣から締約国資格受有者承認証の交付を受けることができます。
　　　　　　 　（※）外国人船員承認制度は、外国船員資格を受有する航海士、機関士を国土交通大臣の承認の下、我が国「国際船舶」の船舶

職員として受け入れる制度です。

　 　 　　 ② 海技免許講習
　　　　　　 　３級海技士（電子通信）海技免状を取得するために必要な海技免許講習を実施します。

　 　 　　 ③ 無線関係講習
　　　　　　 　第１級海上特殊無線技士講習、第３級海上無線通信士講習及び船舶局無線従事者証明取得のための訓練

を実施します。
　　　　　　 　同講習及び訓練を修了した者は、公益財団法人日本無線協会を経由して、関東総合通信局に申請し、各資

格の免許証の交付又は証明書の交付を受けることができます。

　 　 　　④ 海技免状失効再交付講習
　　　　　　 　フィリピン等において、３級海技士（電子通信）が失効した外国人船員向けの海技免状失効再交付講習

を実施します。
　　　　　　 　同講習を修了した者は、同資格の有効な海技免状の再交付を受けることができます。

　 　 　　⑤ 国内海事法令講習に関する監査
　　　　　　 　ｅラーニングによる国内海事法令講習を実施する講習機関からの要請に応じ、講習修了試験の管理に関

する監査を実施します。

事業内容
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船員雇用促進等事業

年度／期 参加
者数

海事産業就職者
その他 在籍

者数
直接
採用計 外航 内航 海事

関係
旧スキーム　第１期生～第８期生 98 84 53 18 13 14 0 0

2014年度合同面談会 新１期生（2015年10月～） 7 6 6 0 0 1 0 5

2015年度合同面談会
新１期生（2015年10月～） 6 6 5 0 1 0 0

4
第２期生（2016年10月～） 16 15 15 0 0 1 0

2016年度合同面談会 新３期生（2017年10月～） 12 9 9 0 0 3 0 3

2017年度合同面談会
新３期生（2017年10月～） 3 3 3 0 0 0 0

7
新４期生（2018年10月～） 9 9 9 0 0 0 0

2018年度合同面談会
新４期生（2018年10月～） 3 2 2 0 0 1 0

6
新５期生（2019年10月～） 14 11 11 0 0 3 0

2019年度合同面談会
新５期生（2019年10月～） 2 2 2 0 0 0 0

11
新６期生（2020年10月～） 16 15 15 0 0 1 0

2020年度合同面談会
新６期生（2020年10月～） 1 1 1 0 0 0 0

6
新７期生（2021年10月～） 10 9 9 0 0 1 0

2021年度合同面談会
新７期生（2021年10月～） 1 0 0 0 0 1 0

7
新８期生（2022年10月～） 12 7 7 0 0 1 4

2022年度合同面談会
新８期生（2022年10月～） 3 1 1 0 0 0 2

11
新９期生（2023年10月～） 12 0 0 0 0 0 12

計 127 96 95 0 1 13 18 60

合　計 225 180 148 18 14 27 18 60

（１）外航基幹職員養成事業に係る就職実績（2023年６月１日現在）

（注） 各期生の参加者数には、合同面談会後の追加募集者を含みます。

事業実績

V 事業実績

1
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（２） 船員雇用促進事業

（３） 技能訓練事業

   　    ① 船員計画雇用促進支援助成金の支給（2022年度）
　    　　助成対象者数 ……………………………… 84社　243名
　 　   　支給額 ……………………………………… 19,755千円

　　  ① 2022年度実績

研修・講習名
実施
回数

受講者数

雇用 離職 合計

船舶職員養成訓練

３級海技士研修 3 21 4 25

４～５級海技士研修 13 177 24 201

６級海技士研修 7 73 18 91

計 23 271 46 317

ECDISシミュレータ訓練 登録電子海図情報表示装置講習 12 42 23 65

タンカー研修 海上防災訓練標準コース 8 121 10 131

無線関係講習

第１級海上特殊無線技士研修 4 63 25 88

第３級海上無線通信士研修 2 38 － 38

船舶局無線従事者証明新規訓練 2 11 14 25

計 8 112 39 151

海技免許講習

３級海技士 3 19 4 23

４～５級海技士 13 135 12 147

６級海技士 7 66 16 82

計 23 220 32 252

STCW条約基本訓練講習 12 89 － 89

総　合　計
86 855 150 1,005

（87） （742） （157） （899）

（注）　（　）内は、前年度の実績です。

事業内容
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　 　② 技能訓練受講者の再就職等
　　 　　 　2021年度技能訓練（船舶職員養成訓練）の３級～６級海技士の受講者250名（雇用船員178名、離職船員72

名）に対する追跡調査
　　 　　●雇用船員178名（船員保険任意継続者19名を除く。）中、回答者161名（回答率90％）のうち、受講後も元の

会社に在籍しているものは144名（89％）でした。また、受講前より上級の試験に合格した者は、161名中
127名（79％）でした。

　　 　　●離職船員53名及び船員保険任意継続者19名中、回答者35名（回答率49％）のうち受講前より上級の試験に
合格した者は35名（100％）、再就職した者も31名（89％）でした。

国際事業

（注）  上段は実施回数 、下段は合格（修了）者数。
　　  2020年度及び2021年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により移動が制限されたため、ウェブ会議システムによ

り遠隔での審査・講習等を実施しました。

（１）開発途上国船員養成事業

（注）  2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け中止し、2021年度は、本邦への入国が不可能となりオン
ラインによる研修とした。

年度・期 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

9期生 10期生 － 11期生 12期生

フィリピン 4 6 － 6 5

インドネシア 2 2 － 3 3

ベトナム 2 2 － 3 2

ミャンマー 2 2 － － －

計 10 12 － 12 10

国別

（２）外国人船員技能講習事業（承認船員養成事業）
事業名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

船舶職員知識・能力審査
7回

894名
7回

550名
1回
32名

8回
262名

8回
393名

海技免許講習
8回

641名
8回

367名
1回
25名

8回
201名

8回
372名

無線関係講習
24回

1,617名
24回
972名

3回
87名

24回
553名

24回
931名

海技免状失効再交付講習
2回
6名

4回
20名

1回
2名

1回
6名

5回
30名

国内海事法令講習監査 3回 3回 － － －

事業実績

2
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事業内容賛助員

　当センターの事業は、基本財産の運用収益、一般・特別賛助員の賛助会費のほか、国（一般会計、労働保険
特別会計）及び公益財団法人日本海事センターからの補助金、日本内航海運組合総連合会及び海運・漁業団
体からの助成金・負担金により運営されています。

　   一般賛助員（24法人）

旭海運（株） 飯野海運（株） 出光タンカー㈱

乾汽船（株） ＮＳユナイテッド海運（株） ENEOSオーシャン（株）

大阪船舶（株） 川崎汽船（株） 共栄タンカー（株）

近海郵船（株） ケイラインローローバルクシップマネージメント（株） （株）商船三井

商船三井オーシャンエキスパート（株） 商船三井クルーズ（株） 第一中央汽船（株）

太平洋汽船（株） 東興海運（株） 玉井商船（株）

日本郵船（株） 八馬汽船（株） 枡本海運産業（株）

美須賀海運（株） 三菱鉱石輸送（株） 明治海運（株）

VI 賛助員



事業内容賛助員

　   特別賛助員（61法人）

朝日海運（株） 東汽船（株） イイノガストランスポート（株）

イーグルシップマネジメント（株） 伊予船舶（株） 上野トランステック（株）

ＮＳユナイテッド内航海運（株） （株）エムエスケイ エスオーシーマリン（株）

ＭＯＬマリン＆エンジニアリング（株） オーシャントランス（株） (一財) 尾道海技学院

（株）カネダイ 川近シップマネージメント（株） 川崎近海汽船（株）

(一財) 関門海技協会 木村海運（株） 共同船舶（株）

旭東海運（株） 清丸海運（株） 栗林商船（株）

玄海汽船（株） 興和海運（株） 幸洋汽船（株）

三光汽船（株） 三洋海事（株） 四国フェリー（株）

芝浦通船（株） 昭和日タンマリタイム（株） ショクユタンカー（株）

神鋼物流（株） 新宝海運（株） 全日本海員組合

大盛丸海運（株） 太平洋フェリー（株） 太平洋フェリーサービス（株）

太洋産業貿易（株） 大和海運（株） （株）辰巳商会

田頭海運（株） 田渕海運（株） 鶴丸海運（株）

鶴見サンマリン（株） （株）ティー・エス・ジー 内海曳船（株）

浪速タンカー（株） 日新船舶（株） 日宣汽船（株）

日鉄物流君津（株） 日本ガスライン（株） 日本内航海運組合総連合会

(一社) 日本旅客船協会 (一社) 広島海技学院 福寿船舶（株）

（株）フェリーさんふらわあ （株）三原汽船 （有）三原汽船

宮島松大汽船（株） 山本汽船（株） （株）ユニバーサルマリン

（株）りゅうせき

（2023年７月１日現在）



最寄りの駅
■ J R 東日本 京葉線「八丁堀駅」   B3番出口より 徒歩 4分
■東京メトロ 日比谷線「八丁堀駅」  A2番出口より 徒歩 6分
■東京メトロ 有楽町線「新富町駅」 7番出口より 徒歩 8分

新
大
橋
通

ファミリーマート ローソン

ローソン

ブーケ21

中央小学校北

中央小学校

入船一丁目新富一丁目

三菱東京
UFJ 銀行

7番出口
新富町駅

鉄砲洲
児童公園

佃大橋西
佃大橋

鉄砲洲
稲荷神社

A1出口
八丁堀駅

A2出口
桜川公園

B3出口

ACN八丁堀ビル6階

〒104-0043 

東京都中央区湊 1丁目6番11号
ACN八丁堀ビル6階

TEL：03（3523）5990（代表・総務部）
　　  03（3523）5991（雇用促進部）
　　  03（3523）5992（国 際 部）
　　  03（3523）5993（育 成 部）
FAX：03（3523）5995

SECOJウェブサイト
https://www.secoj.com/

公益財団法人
日本船員雇用促進センター
（法人番号　9010005004144）

公益財団法人
日本船員雇用促進センター
Seamen’s Employment Center of Japan


